
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件                                                                     

五
八
二 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件                                                                     

五
八
二 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件                                           

五
八
三 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件
二
件                                     

五
八
三 

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
二
件                         

五
八
四 

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件                     

五
八
五 

　公

　告 

○
職
員
表
彰
を
実
施
し
た
件                                                     

五
八
五 

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件                                                       

五
八
六 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件                               

五
八
六 

　正

　誤 

○
令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
付
け
定
例
第
六
百
二
十
八
号
中                           

五
八
六 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
八
百
十
四
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
七
年
十
二
月

十
六
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
南
相
馬
市
商
工
観
光
部
商
工

労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

（
仮
称
）
ヨ
ー
ク
タ
ウ
ン
原
町
西

　福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
南
町
四
丁
目
七
番
地
一
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

　１

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

（
変
更
前
）
（
仮
称
）
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
原
町
西
店 

（
変
更
後
）
（
仮
称
）
ヨ
ー
ク
タ
ウ
ン
原
町
西 

　２

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
名
称

　株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル 

代
表
者
の
氏
名

　代
表
取
締
役

　大
髙

　耕
一
路 

住
所

　福
島
県
郡
山
市
谷
島
町
五
番
四
十
二
号 

（
変
更
後
）
名
称

　株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル 

代
表
者
の
氏
名

　代
表
取
締
役

　大
髙

　耕
一
路 

住
所

　福
島
県
郡
山
市
谷
島
町
五
番
四
十
二
号 

名
称

　株
式
会
社
ダ
イ
ユ
ー
エ
イ
ト 

代
表
者
の
氏
名

　代
表
取
締
役
社
長

　栁
沼

　忠
広 

住
所

　福
島
県
福
島
市
太
平
寺
字
堰
ノ
上
五
十
八
番
地 

　３

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
名
称

　株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル 

代
表
者
の
氏
名

　代
表
取
締
役

　大
髙

　耕
一
路 

住
所

　福
島
県
郡
山
市
谷
島
町
五
番
四
十
二
号 

（
変
更
後
）
名
称

　株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル 

代
表
者
の
氏
名

　代
表
取
締
役

　大
髙

　耕
一
路 

住
所

　福
島
県
郡
山
市
谷
島
町
五
番
四
十
二
号 

名
称

　株
式
会
社
ダ
イ
ユ
ー
エ
イ
ト 

代
表
者
の
氏
名

　代
表
取
締
役
社
長

　栁
沼

　忠
広 

住
所

　福
島
県
福
島
市
太
平
寺
字
堰
ノ
上
五
十
八
番
地 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

令
和
七
年
十
二
月
二
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
七
年
十
二
月
二
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル 

株
式
会
社
ダ
イ
ユ
ー
エ
イ
ト 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
十
五
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
七
年
十
二
月

十
六
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
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福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
南
相
馬
市
商
工
観
光
部
商
工

労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

（
仮
称
）
ヨ
ー
ク
タ
ウ
ン
原
町
西

　福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
南
町
四
丁
目
七
番
地
一
ほ
か 

二

　変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項 

　１

　大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

（
変
更
前
）
三
千
三
百
六
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

（
変
更
後
）
七
千
二
百
四
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル 

　２

　駐
車
場
の
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
百
五
十
七
台 

（
変
更
後
）
四
百
六
十
一
台 

　３

　駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

㈡

　収
容
台
数

　百
七
台 

（
変
更
後
）
㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

㈡

　収
容
台
数

　百
二
十
五
台 

　４

　荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

（
変
更
前
）
㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

㈡

　面
積

　五
百
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

（
変
更
後
）
㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

㈡

　面
積

　六
百
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

　５

　廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

（
変
更
前
）
㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

㈡

　容
量

　十
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

（
変
更
後
）
㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

㈡

　容
量

　二
十
二
・
六
立
方
メ
ー
ト
ル 

　６

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
開
店
時
刻

　午
前
九
時 

閉
店
時
刻

　午
後
十
一
時 

（
変
更
後
）
開
店
時
刻

　午
前
六
時
三
十
分 

閉
店
時
刻

　午
後
十
一
時 

　７

　来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で 

（
変
更
後
）
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で 

　８

　駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

（
変
更
前
）
㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

㈡

　数

　二
箇
所 

（
変
更
後
）
㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

㈡

　数

　三
箇
所 

三

　変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

令
和
八
年
八
月
三
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
七
年
十
二
月
二
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル 

株
式
会
社
ダ
イ
ユ
ー
エ
イ
ト 

　（
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
十
六
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
高

北
部
地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
を
行
う
た
め
土
地

改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日
か
ら 

（
二
十
日
間
） 

令
和
八
年
一
月
五
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

南
相
馬
市
役
所 

四

　そ
の
他 

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業

計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
、
福
島
県
を
被
告
と

し
て
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
十
七
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
栃
窪

地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
を
行
う
た
め
土
地
改
良

事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
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一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日
か
ら 

（
二
十
日
間
） 
令
和
八
年
一
月
五
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

南
相
馬
市
役
所 

四

　そ
の
他 

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業

計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
、
福
島
県
を
被
告
と

し
て
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
十
八
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
山

田
地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
を
行
う
た
め
土
地
改

良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日
か
ら 

（
二
十
日
間
） 

令
和
八
年
一
月
五
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

南
相
馬
市
役
所 

四

　そ
の
他 

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業

計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
、
福
島
県
を
被
告
と

し
て
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
十
九
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所 

喜
多
方
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
） 

二

　指
定
の
目
的 

雪
崩
の
危
険
の
防
止 

な

だ

れ

三

　指
定
施
業
要
件 

　１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
喜
多
方
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　２

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水

産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
喜
多
方
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
八
百
二
十
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所 

白
河
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。) 

二

　指
定
の
目
的 

水
源
の
涵
養 

か
ん

三

　指
定
施
業
要
件 

　１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

　
　㈠

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

　
　㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
白
河
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

　
　㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　２

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

　
　
　次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水

産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
白
河
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 
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福
島
県
告
示
第
八
百
二
十
一
号 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　土
砂
災
害
警
戒
区
域 

 
 

土
砂
災
害
の
発
生 

 

区

　域

　名

区

　
　
　
　域

原
因
と
な
る
自
然 

区
域
の
範
囲

現
象
の
種
類

　
　

菖
蒲
沢
２

　
石
川
郡
石
川
町
字
猫
啼

　
　
　
　
　
土
石
流

　
　
　
　
次
の
図
の
と
お
り

外
槇

　
　
　
同

　郡
同

　町
字
外
国
見

　
　
　
　

 

地
滑
り

　
　
　
　

同

　郡
同

　町
字
曲
ノ
内

　
　
　
　

 

同

　郡
同

　町
字
王
子
平

　
　
　
　

二

　土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域 

 
 

 

区
域
の
範
囲
及
び

 
 

土
砂
災
害
の
発
生 

自
然
現
象
に
よ
り

区

　域

　名

区

　
　
　
　域

原
因
と
な
る
自
然 

建
築
物
に
作
用
す

現
象
の
種
類

　
　
る
と
想
定
さ
れ
る

衝
撃

　
　
　
　
　

菖
蒲
沢
２

　
石
川
郡
石
川
町
字
猫
啼

　
　
　
　
　
土
石
流

　
　
　
　
次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
砂
防
課
及
び
当
該
土
砂

災
害
警
戒
区
域
又
は
当
該
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
所
管
す
る
福
島
県
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
） 

（
砂

　防

　課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
二
百
三
十
一
号 

　令
和
七
年
十
二
月
四
日
に
次
の
と
お
り
職
員
表
彰
を
実
施
し
た
の
で
、
福
島
県
職
員
表
彰
規
程
（
昭

和
三
十
五
年
福
島
県
訓
令
第
五
十
三
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　表
彰
を
受
け
た
者 

県
中
保
健
福
祉
事
務
所 

二

　事
績
の
概
要 

令
和
五
年
四
月
に
本
県
で
発
生
し
た
「
斑
状
歯
」
に
お
い
て
、
関
係
機
関
と
緊
密
に
連
携
し
迅
速

な
調
査
と
原
因
究
明
を
主
体
的
に
行
っ
た
こ
と
で
、
本
被
害
の
拡
大
防
止
及
び
症
例
の
普
及
に
貢
献

し
た
も
の
で
あ
る
。 

（
人

　事

　課
） 
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公 告 第 ２ ３ ２ 号  
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 県 北 保 健 福 祉 事 務 所 ほ か

15 施 設 で 使 用 す る 電 気 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物
品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政
令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 3 9 年 福 島 県 規 則 第 17 号 ） 第 27 4条 の 11第
１ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
    令 和 ７ 年 12 月 16 日  
                                                  福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄    
１   落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  

福 島 県 県 北 保 健 福 祉 事 務 所 ほ か 15 施 設 で 使 用 す る 電 気   予 定 数 量 3 , 1 2 3 , 9 0 0 kWh  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
    福 島 県 保 健 福 祉 部 保 健 福 祉 総 室 保 健 福 祉 総 務 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
３   落 札 者 を 決 定 し た 日  
    令 和 ７ 年 10 月 ８ 日  
４   落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  
    伊 藤 忠 エ ネ ク ス 株 式 会 社   東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 三 丁 目 ２ 番 ５ 号  
５   落 札 金 額  
    9 8 , 0 8 8 , 8 1 7 円  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
    一 般 競 争 入 札  
７   特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  
    令 和 ７ 年 ８ 月 22 日  
                                                            （ 保 健 福 祉 総 務 課 ）  

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
二
百
三
十
三
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

土
地
改
良
区
の
名
称 

　安
積
疏
水
土
地
改
良
区 

就
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　住
所 

理
事

　椎
根

　健
雄

　郡
山
市
日
和
田
町
字
寺
池
九
〇
番
地 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

正

　
　誤 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

ペ
ー
ジ

段

行

正

誤

○
令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
付
け
定
例
第
六
百
二
十
八
号
中 

五
四
三

上

前
か
ら

指
定
施
業
要
件

　
　
　
　
　
　

指
定
施
行
要
件

　
　
　
　
　
　

九
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